
１ 障害者自立支援協議会の役割 

  地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課題を共

有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担う。 

 

２ 障害者自立支援協議会の機能強化について(障害者総合支援法の改正) 

① 関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害のある人等への適切な支援に関する

情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るととも

に、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 

② 地域の関係機関等に情報提供や意見の表明等の協力を求めることができることとし、協力を求めら

れた関係機関等がこの求めに応じることについて努力義務を課す。 

③ 個別の支援に係る検討に基づく地域の支援体制の検討を明確化したことに伴い、協議会関係者に対

し、守秘義務を課す。 

 

３ 障害者自立支援協議会組織図 

 
 

 

４ 各会議の体制等について(案)  

区分 内   容 構成委員 

専門部会 

こども部会 

◎個別事例を通じた地域課題の共有、支援体制の検討 

令和 6年度テーマ(地域課題) 

「子育て支援、サービスにつながらないケースの相談」 

◎ 平原 朝子 

  池亀 浩子 

  西山 貴也 

専門部会 

相談支援部会 

◎個別事例を通じた地域課題の共有、支援体制の検討 

令和 6年度テーマ(地域課題) 

「持続可能な相談支援、災害時の対応」 

◎ 江部 健幸 

   樺澤 聡子 

中屋 万理子 

専門部会 

くらし部会 

◎個別事例を通じた地域課題の共有、支援体制の検討 

令和 6年度テーマ(地域課題) 

「強度行動障害のある人の受入体制、住まいの場の充実、 

中山間地におけるヘルパー不足」 

◎ 片桐 公彦 

  植木 百合子 

  重野 美幸 

専門部会 

権利擁護部会 

◎個別事例を通じた地域課題の共有、支援体制の検討 

令和 6年度テーマ(地域課題) 

「権利擁護の普及・啓発」 

◎ 山口 和久 

  阿部 義隆 

                 ※テーマに精通した人を外部委員として招集 

区分 内   容 構成委員 

当事者部会 

・各専門部会の検討内容等について、障害当事者の視点から 

提言 

・必要に応じて、全体会や専門部会に出席 

◎ 小林 俊一 

〇 岩佐 雅恵 

吉田 浩 

  松原 義一 

                     ※障害当事者を外部委員として招集 

区分 内   容 構成委員 

運営会議 

・協議会全体の運営や方向性について協議 

・地域課題の共有、課題の整理 

・専門部会につなげる地域課題の優先順位付け 

・各専門部会から提出された提言を精査 

◎ 大久保 明子 

〇 片桐 公彦 

  平原 朝子 

江部 健幸 

山口 和久 

小林 俊一 

岩佐 雅恵 

 

区分 内   容 構成委員 

全体会 

・各専門部会の検討事項を決定し、各専門部会に検討を依頼 

・各専門部会からの報告を受け、地域課題や施策提案等につ 

いて全体で意思確認 

全委員 
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